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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙葉類を搬送する搬送部と、
　前記搬送部から送られた紙葉類が収納される収納部と、
　前記搬送部に設けられ、紙葉類の搬送方向に対して直交する方向である幅方向における
前記収納部の特定部材の位置に応じて、前記搬送部により搬送される紙葉類を前記幅方向
にシフトさせるシフト部と、
　前記搬送部に設けられ、当該搬送部により搬送される紙葉類を識別する識別部と、
　を備え、
　前記搬送部により搬送される紙葉類が、紙とポリマーフィルムとを組み合わせたハイブ
リッド紙幣である場合、前記識別部は、前記搬送部により搬送されるハイブリッド紙幣の
ポリマーフィルム部分の位置を検知し、前記シフト部は、前記識別部により検知されたハ
イブリッド紙幣の前記ポリマーフィルム部分の前記幅方向における位置に基づいて、当該
ハイブリッド紙幣を前記幅方向にシフトさせるようになっている、紙葉類処理機。
【請求項２】
　前記収納部は、紙葉類巻取用回転体の外周面上に紙葉類を巻き取る帯状の巻取部材を前
記特定部材として有しており、
　前記搬送部により搬送される紙葉類が、ハイブリッド紙幣である場合、前記収納部に収
納されるべきハイブリッド紙幣の前記ポリマーフィルム部分の前記幅方向における位置が
前記収納部の前記巻取部材の前記幅方向における位置と少なくとも一部分が重なるよう、
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前記シフト部はハイブリッド紙幣を前記幅方向にシフトさせるようになっている、請求項
１記載の紙葉類処理機。
【請求項３】
　前記収納部は、当該収納部に積層状態で収納されている紙葉類をこの収納部から繰り出
すための繰出部材を前記特定部材として有しており、
　前記搬送部により搬送される紙葉類が、ハイブリッド紙幣である場合、前記収納部に収
納されるべきハイブリッド紙幣の前記ポリマーフィルム部分の前記幅方向における位置が
前記収納部の前記繰出部材の前記幅方向における位置からずれるよう、前記シフト部はハ
イブリッド紙幣を前記幅方向にシフトさせるようになっている、請求項１記載の紙葉類処
理機。
【請求項４】
　前記識別部および前記シフト部は前記搬送部における直線状の搬送路で接続されている
、請求項１記載の紙葉類処理機。
【請求項５】
　前記収納部に収納された紙葉類のうちハイブリッド紙幣が繰り出された場合、前記繰出
部材は、繰り出されたハイブリッド紙幣の紙部分と接触する、請求項３記載の紙葉類処理
機。
【請求項６】
　前記識別部が前記搬送部による紙葉類の搬送方向における前記シフト部の上流側または
下流側に設けられており、
　前記搬送部において前記シフト部に対して前記識別部が設けられた側とは反対側に、ハ
イブリッド紙幣の前記ポリマーフィルム部分の幅方向における位置を検知する特徴部分検
知部が設けられており、
　前記識別部による識別結果および前記特徴部分検知部による検知結果に基づいて前記シ
フト部によるハイブリッド紙幣の幅方向におけるシフト量が算出されるようになっている
、請求項１記載の紙葉類処理機。
【請求項７】
　前記収納部には、当該収納部に収納されている紙葉類を前記搬送部に繰り出す紙葉類繰
出機構、および前記紙葉類繰出機構による紙葉類の繰出方向に対して直交する方向に紙葉
類の収納空間をシフトさせる収納空間シフト機構がそれぞれ設けられている、請求項１乃
至６のいずれか一項に記載の紙葉類処理機。
【請求項８】
　紙葉類処理機の内部で搬送部により紙葉類を搬送する工程と、
　紙葉類を識別部により識別する工程と、
　紙葉類の搬送方向に対して直交する方向である幅方向における収納部の特定部材の位置
に応じて、前記搬送部により搬送される紙葉類をシフト部により前記幅方向にシフトさせ
る工程と、
　前記シフト部により前記幅方向にシフトさせられた紙葉類を前記収納部に収納する工程
と、
　を備え、
　前記搬送部により搬送される紙葉類が、紙とポリマーフィルムとを組み合わせたハイブ
リッド紙幣である場合、前記識別部は、前記搬送部により搬送されるハイブリッド紙幣の
ポリマーフィルム部分の位置を検知し、前記シフト部は、前記識別部により検知されたハ
イブリッド紙幣の前記ポリマーフィルム部分の前記幅方向における位置に基づいて、当該
ハイブリッド紙幣を前記幅方向にシフトさせる、紙葉類処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙葉類の処理を行う紙葉類処理機およびこのような紙葉類処理機による紙葉
類処理方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、金融機関等に設置されるテラーマシンやＡＴＭ（現金自動預け払い機）等の
現金自動取引装置として、様々なタイプの紙幣入出金装置が用いられるようになっている
。ここで、テラーマシンやＡＴＭ等の現金自動取引装置において取り扱われる紙幣として
複数の種類のものが存在し、その種類によって紙幣のサイズや素材が異なっている。この
ため、テラーマシンやＡＴＭ等の現金自動取引装置において、様々な種類の紙幣を適切に
処理することができる紙幣入出金装置が求められている。これに対し、日本国公開特許公
報である特開２００６－１１１４４６号公報に開示される紙葉類処理装置では、一時保留
部から搬送される紙葉類の幅方向の位置を修正するシフト手段が設けられており、当該シ
フト手段による紙葉類の幅方向の位置の修正結果が識別部によりチェックされるようにな
っている。このような紙葉類処理装置によれば、様々なサイズの紙葉類に対してその幅方
向の位置を安定して変位させることができるようになる。
【０００３】
　また、テラーマシンやＡＴＭ等の現金自動取引装置において、紙幣を１枚ずつ帯状のテ
ープによりドラム等の回転体の外周面上に巻き取ることにより複数の紙幣を収納するとと
もに当該テープを回転体から巻き戻すことによりこの回転体の外周面上に巻き取られてい
る紙幣を１枚ずつ巻き戻すような紙幣収納繰出部が筐体内に複数設置される場合がある。
このような現金自動取引装置では、筐体の内部に投入され、識別部により識別された紙幣
は例えば金種毎に紙幣収納繰出部に収納されるようになる。また、現金自動取引装置にお
いて一時保留部が設けられる場合に、当該一時保留部の構成が上記の紙幣収納繰出部の構
成と略同一であるときには、ホッパにより筐体の内部に投入され、識別部により識別され
た紙幣は、上記の紙幣収納繰出部と同様の構成である一時保留部に一時的に保留されるよ
うになる。
【発明の概要】
【０００４】
　近年では、一部の国や地域において、紙とポリマーフィルムとを組み合わせたようなハ
イブリッド紙幣が使用され始めている。具体的には、ポリマーフィルムが紙幣の一部分に
貼り付けられることによりハイブリッド紙幣が形成されるようになっている。あるいは、
紙幣の短手方向に沿って直線状に延びるポリマーフィルムを一対の紙片により挟むことに
よりハイブリッド紙幣が形成されるようになっていてもよい。しかしながら、ハイブリッ
ド紙幣におけるポリマーフィルムは紙片よりもコシが強く、また、ポリマーフィルムの厚
さは紙片の厚さよりも大きいため、テラーマシンやＡＴＭ等の現金自動取引装置において
上記の紙幣収納繰出部が用いられる場合には、当該紙幣収納繰出部においてハイブリッド
紙幣の収納動作や繰出動作を行う際に様々な問題が生じるおそれがある。
【０００５】
　具体的には、ハイブリッド紙幣におけるポリマーフィルムは紙片よりもコシが強いため
、紙幣収納繰出部において帯状のテープによりハイブリッド紙幣をドラム等の回転体の外
周面上に巻き取る際に、紙のみにより形成される紙幣を帯状のテープにより回転体の外周
面上に巻き取る場合と比較して、テープがハイブリッド紙幣を回転体の外周面上に向かっ
て締め付ける力が弱くなってしまうという問題がある。また、帯状のテープがドラム等の
回転体の軸方向に沿って並ぶよう複数設けられている場合には、複数のテープのうちハイ
ブリッド紙幣のポリマーフィルムに近い側のテープによる締付力は、複数のテープのうち
当該ポリマーフィルムから遠い側のテープによる締付力よりも弱くなってしまう。この場
合には、回転体の外周面に複数のハイブリッド紙幣が巻き取られた際に当該ハイブリッド
紙幣のポリマーフィルムに近い側のテープの箇所が回転体の外方に膨らんでしまうため、
この回転体の軸に対して直交する方向から見て、各テープにより回転体の外周面に巻き取
られた複数のハイブリッド紙幣がいわゆる円錐状となってしまい、回転体に収納されたハ
イブリッド紙幣の位置が当該回転体の軸方向にずれてしまうおそれがある。
【０００６】
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　このような状態について図１６を用いて説明する。図１６に示すように、回転体（具体
的には、ドラム）５００の外周面に複数のハイブリッド紙幣（図１６において参照符号Ｐ
で表示）が巻き取られた際に、当該ハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分（図１６に
おいて参照符号Ｐ２で表示）に近い側のテープの箇所が回転体の外方に膨らんでしまう。
このため、回転体５００を手前側から見て、各テープにより回転体５００の外周面に巻き
取られた複数のハイブリッド紙幣が図１６に示すような円錐状となってしまう。この場合
には、回転体５００に収納されたハイブリッド紙幣の位置が当該回転体５００の軸方向に
ずれてしまうおそれがある。
【０００７】
　また、複数の紙幣が積層状態で集積されるようなカセット式の収納繰出部がテラーマシ
ンやＡＴＭ等の現金自動取引装置において用いられる場合には、当該収納繰出部における
左右一対の繰出ローラにより当該収納繰出部に収納されている紙幣を１枚ずつこの収納繰
出部から繰り出す際に、一方の繰出ローラにハイブリッド紙幣におけるポリマーフィルム
が接触するとともに他方の繰出ローラにハイブリッド紙幣における紙片が接触したときに
、繰出ローラに対するポリマーフィルムおよび紙片の摩擦係数が異なるため一対の繰出ロ
ーラにより繰り出されたハイブリッド紙幣が斜行してしまうおそれがある。
【０００８】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、収納部にハイブリッド紙幣等
の特殊紙葉類を適切に収納したり当該収納部から特殊紙葉類を適切に繰り出したりするこ
とができる紙葉類処理機および紙葉類処理方法を提供することを目的とする。
【０００９】
　本発明の紙葉類処理機は、紙葉類を搬送する搬送部と、前記搬送部から送られた紙葉類
が収納される収納部と、前記搬送部に設けられ、紙葉類の搬送方向に対して直交する方向
である幅方向における前記収納部の特定部材の位置に応じて、前記搬送部により搬送され
る紙葉類を前記幅方向にシフトさせるシフト部と、前記搬送部に設けられ、当該搬送部に
より搬送される紙葉類を識別する識別部と、を備え、前記搬送部により搬送される紙葉類
が、紙とポリマーフィルムとを組み合わせたハイブリッド紙幣である場合、前記識別部は
、前記搬送部により搬送されるハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分の位置を検知し
、前記シフト部は、前記識別部により検知されたハイブリッド紙幣の前記ポリマーフィル
ム部分の前記幅方向における位置に基づいて、当該ハイブリッド紙幣を前記幅方向にシフ
トさせるようになっていることを特徴とする。
【００１１】
　この場合、前記収納部は、紙葉類巻取用回転体の外周面上に紙葉類を巻き取る帯状の巻
取部材を前記特定部材として有しており、前記搬送部により搬送される紙葉類が、ハイブ
リッド紙幣である場合、前記収納部に収納されるべきハイブリッド紙幣の前記ポリマーフ
ィルム部分の前記幅方向における位置が前記収納部の前記巻取部材の前記幅方向における
位置と少なくとも一部分が重なるよう、前記シフト部はハイブリッド紙幣を前記幅方向に
シフトさせるようになっていてもよい。
【００１２】
　あるいは、前記収納部は、当該収納部に積層状態で収納されている紙葉類をこの収納部
から繰り出すための繰出部材を前記特定部材として有しており、前記搬送部により搬送さ
れる紙葉類が、ハイブリッド紙幣である場合、前記収納部に収納されるべきハイブリッド
紙幣の前記ポリマーフィルム部分の前記幅方向における位置が前記収納部の前記繰出部材
の前記幅方向における位置からずれるよう、前記シフト部はハイブリッド紙幣を前記幅方
向にシフトさせるようになっていてもよい。
【００１３】
　また、前記識別部および前記シフト部は前記搬送部における直線状の搬送路で接続され
ていてもよい。
【００１４】
　また、前記収納部に収納された紙葉類のうちハイブリッド紙幣が繰り出された場合、　
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前記繰出部材は、繰り出されたハイブリッド紙幣の紙部分と接触するようになっていても
よい。
【００１５】
　本発明の紙葉類処理機においては、前記識別部が前記搬送部による紙葉類の搬送方向に
おける前記シフト部の上流側または下流側に設けられており、前記搬送部において前記シ
フト部に対して前記識別部が設けられた側とは反対側に、ハイブリッド紙幣の前記ポリマ
ーフィルム部分の幅方向における位置を検知する特徴部分検知部が設けられており、前記
識別部による識別結果および前記特徴部分検知部による検知結果に基づいて前記シフト部
によるハイブリッド紙幣の幅方向におけるシフト量が算出されるようになっていてもよい
。
【００１６】
　本発明の紙葉類処理機においては、前記収納部には、当該収納部に収納されている紙葉
類を前記搬送部に繰り出す紙葉類繰出機構、および前記紙葉類繰出機構による紙葉類の繰
出方向に対して直交する方向に紙葉類の収納空間をシフトさせる収納空間シフト機構がそ
れぞれ設けられていてもよい。
【００１７】
　本発明の紙葉類処理方法は、紙葉類処理機の内部で搬送部により紙葉類を搬送する工程
と、紙葉類を識別部により識別する工程と、紙葉類の搬送方向に対して直交する方向であ
る幅方向における収納部の特定部材の位置に応じて、前記搬送部により搬送される紙葉類
をシフト部により前記幅方向にシフトさせる工程と、前記シフト部により前記幅方向にシ
フトさせられた紙葉類を前記収納部に収納する工程と、を備え、前記搬送部により搬送さ
れる紙葉類が、紙とポリマーフィルムとを組み合わせたハイブリッド紙幣である場合、前
記識別部は、前記搬送部により搬送されるハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分の位
置を検知し、前記シフト部は、前記識別部により検知されたハイブリッド紙幣の前記ポリ
マーフィルム部分の前記幅方向における位置に基づいて、当該ハイブリッド紙幣を前記幅
方向にシフトさせることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態による紙幣処理機の構成の一例を示す概略構成図である。
【図２】図１に示す紙幣処理機の制御系の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図１に示す紙幣処理機により処理されるハイブリッド紙幣の構成を示す説明図で
ある。
【図４】図１に示す紙幣処理機における一時保留部の構成を示す側面図であって、ドラム
に紙幣が巻き取られていないときの状態を示す図である。
【図５】図１に示す紙幣処理機における一時保留部の構成を示す側面図であって、ドラム
へのテープおよび紙幣の巻き取り量が最大となる最大巻き取り状態を示す図である。
【図６】図４および図５に示す一時保留部におけるドラム近傍の各構成部材を示す斜視図
である。
【図７】図１に示す紙幣処理機におけるシフト部の構成を示す上面図である。
【図８】図７に示すシフト部の側面図である。
【図９】図７および図８に示すシフト部の斜視図である。
【図１０】図１に示す紙幣処理機において、ハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分の
幅方向における位置が一時保留部のテープの幅方向における位置と少なくとも一部分が重
なるよう、図７乃至図９に示すシフト部により紙幣をシフトさせるときの動作を示す説明
図である。
【図１１】図１に示す紙幣処理機において、ハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分の
幅方向における位置が紙幣収納庫の繰出ローラの幅方向における位置からずれるよう、図
７乃至図９に示すシフト部により紙幣をシフトさせるときの動作を示す説明図である。
【図１２】変形例に係る紙幣処理機の構成を示す概略構成図である。
【図１３】別の変形例に係る紙幣処理機の構成を示す概略構成図である。
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【図１４】（ａ）は、収納空間シフト機構が設けられた紙幣収納庫の構成を示す側面図で
あり、（ｂ）は、（ａ）に示す紙幣収納庫に設けられた紙幣繰出機構の構成を示す上面図
である。
【図１５】（ａ）は、図１４（ａ）に示す紙幣収納庫において紙幣の収納空間が収納空間
シフト機構により左方向にずらされたときの構成を示す側面図であり、（ｂ）は、紙幣の
収納空間が収納空間シフト機構により左方向にずらされたときの紙幣繰出機構の構成を示
す上面図である。
【図１６】従来技術において、各テープにより回転体の外周面に巻き取られた複数のハイ
ブリッド紙幣が円錐状となったときの状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図１１は、本実
施の形態に係る紙幣処理機および紙幣処理方法を示す図である。このうち、図１は、本実
施の形態による紙幣処理機の構成の一例を示す概略構成図であり、図２は、図１に示す紙
幣処理機の制御系の構成を示す機能ブロック図である。また、図３は、図１に示す紙幣処
理機により処理されるハイブリッド紙幣の説明図である。また、図４および図５は、それ
ぞれ、図１に示す紙幣処理機における一時保留部の構成を示す側面図であり、図６は、図
４および図５に示す一時保留部におけるドラム近傍の各構成部材を示す斜視図である。ま
た、図７乃至図９は、それぞれ、図１に示す紙幣処理機におけるシフト部の構成を示す上
面図や側面図、斜視図である。また、図１０および図１１は、それぞれ、図７乃至図９に
示すシフト部により紙幣をシフトさせるときの動作を示す説明図である。
【００２２】
　図１に示すように、本実施の形態による紙幣処理機１０は、略直方体形状の筐体１１と
、筐体１１の外部から内部に紙幣を投入するための投入部１２と、筐体１１の内部から外
部に紙幣を投出するための投出部１４を備えている。また、紙幣処理機１０の筐体１１内
には、紙幣を１枚ずつ搬送する搬送部１６が設けられている。投入部１２は、操作者によ
り複数の紙幣が積層状態で載置されるホッパ等からなり、当該投入部１２には、載置され
た紙幣を１枚ずつ筐体１１の内部に繰り出して搬送部１６に送る紙幣繰出機構１２ａが設
けられている。このような構成により、投入部１２に載置された紙幣は紙幣繰出機構１２
ａにより筐体１１の内部に１枚ずつ繰り出されて搬送部１６に送られた後、当該搬送部１
６により筐体１１内で１枚ずつ搬送されるようになる。本実施の形態では、投入部１２に
は紙幣の束が短手方向に沿って投入されるようになっており、搬送部１６は、紙幣をその
短手方向に沿って搬送するようになっている。また、搬送部１６には識別部１８が設けら
れており、この識別部１８によって、搬送部１６により搬送される紙幣の金種、真偽、表
裏、正損、新旧、搬送状態等の識別が行われるようになっている。また、搬送部１６には
シフト部１９が設けられており、このシフト部１９によって、搬送部１６により搬送され
る紙幣は、当該搬送部１６による搬送方向と直交する方向（すなわち、搬送部１６により
搬送される紙幣の幅方向）に沿ってその位置がシフトされるようになっている。なお、図
１に示すように、識別部１８およびシフト部１９は搬送部１６における直線状の搬送路で
接続されている。このようなシフト部１９の構成の詳細については後述する。また、搬送
部１６には一時保留部２０が接続されており、識別部１８により識別が行われた紙幣は搬
送部１６により一時保留部２０に送られ、当該一時保留部２０において一時的に保留され
るようになっている。このような一時保留部２０の構成の詳細については後述する。
【００２３】
　また、図１に示すように、紙幣処理機１０の筐体１１内において複数（図１に示す例で
は４つ）の紙幣収納庫３０が並列に設けられており、各紙幣収納庫３０はそれぞれ搬送部
１６に接続されている。各紙幣収納庫３０には複数の紙幣が積層状態で集積されるように
なっている。また、各紙幣収納庫３０には紙幣が金種毎に収納されるようになっている。
このような構成により、識別部１８による紙幣の識別結果に基づいて、一時保留部２０に
一時的に保留されている紙幣が当該一時保留部２０から搬送部１６に繰り出されてこの搬
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送部１６により各紙幣収納庫３０に金種毎に送られるようになる。また、各紙幣収納庫３
０には、当該紙幣収納庫３０に収納されている紙幣を１枚ずつ搬送部１６に繰り出すため
の紙幣繰出機構３２が設けられている。
【００２４】
　また、図１に示すように、紙幣処理機１０の筐体１１内には紙幣収納カセット４０が着
脱自在に装着されるようになっている。ここで、紙幣収納カセット４０には複数の紙幣が
積層状態で集積されるようになっている。また、筐体１１に紙幣収納カセット４０が装着
されたときに、搬送部１６から当該紙幣収納カセット４０に紙幣が送られるようになって
いる。紙幣収納カセット４０に紙幣が収納された後、この紙幣収納カセット４０を筐体１
１から取り出すことにより、操作者は紙幣処理機１０から紙幣を紙幣収納カセット４０ご
と回収することができるようになる。また、紙幣収納カセット４０には、当該紙幣収納カ
セット４０が筐体１１内に装着されたときにこの紙幣収納カセット４０に収納されている
紙幣を１枚ずつ搬送部１６に繰り出すための紙幣繰出機構４２が設けられている。このよ
うな構成により、紙幣が収納されている紙幣収納カセット４０を筐体１１内に装着するこ
とによって当該紙幣収納カセット４０から各紙幣収納庫３０に紙幣を補充することができ
るようになる。
【００２５】
　次に、本実施の形態の紙幣処理機１０に設けられた一時保留部２０の構成の詳細につい
て図４乃至図６を用いて説明する。なお、図４は、図１に示す紙幣処理機１０における一
時保留部２０の構成を示す側面図であって、ドラム１３７に紙幣が巻き取られていないと
きの状態を示す図であり、図５は、図１に示す紙幣処理機１０における一時保留部２０の
構成を示す側面図であって、ドラム１３７へのテープ１３６および紙幣の巻き取り量が最
大となる最大巻き取り状態を示す図である。また、図６は、図４および図５に示す一時保
留部２０におけるドラム１３７の近傍の各構成部材を示す斜視図である。なお、本実施の
形態では、一時保留部２０は、紙幣を収納するとともに収納されている紙幣を繰り出すこ
とができる紙幣収納繰出装置として機能するようになっている。また、図４において、一
時保留部２０に送られる前の紙幣や一時保留部２０から繰り出された後の紙幣を参照符号
Ｐで示している。
【００２６】
　図４乃至図６に示すように、一時保留部２０は、両側の側板１３０およびこれら側板１
３０を連結する複数の連結部材１３１を含む直方体形状のフレーム１３２を有している。
【００２７】
　このフレーム１３２の一面は、搬送部１６に対向して当該搬送部１６の一部を構成する
通路面として形成されており、この通路面には、搬送部１６に対して紙幣（図４において
参照符号Ｐで表示）を出し入れする出入口１３５が開口形成されている。
【００２８】
　フレーム１３２の両側板１３０間には、テープ１３６の一端が取り付けられた円筒状の
ドラム１３７、テープ１３６の他端が取り付けられた円盤状のリール１３８、搬送部１６
により搬送される紙幣を出入口１３５に取り込んだり出入口１３５から搬送部１６に繰り
出される紙幣を案内したりする分岐レバー１３９、出入口１３５に接続された紙幣搬送用
の搬送機構１４０、およびこの搬送機構１４０とドラム１３７の周面との間でテープ１３
６および紙幣をガイドする揺動可能なガイド体１４１等が配設されている。
【００２９】
　ドラム１３７は側板１３０の略中央域に配置され、リール１３８は出入口１３５および
搬送機構１４０の側部に並んで配置され、ガイド体１４１はドラム１３７とリール１３８
との間に揺動可能に配置されている。
【００３０】
　搬送機構１４０により、出入口１３５からドラム１３７へ向けた方向に沿って延びてお
り出入口１３５とガイド体１４１とを接続する固定通路１４２が形成されている。ガイド
体１４１には、テープ１３６および紙幣をガイドするガイド通路１４３が形成されている
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。このガイド通路１４３は、ガイド体１４１が揺動するので揺動通路１４４として構成さ
れている。
【００３１】
　そして、搬送部１６から送られた紙幣を一時保留部２０に一時的に保留する際には、出
入口１３５から紙幣を取り込み、搬送機構１４０およびガイド体１４１を通じてドラム１
３７へ搬送し、テープ１３６とともに紙幣をドラム１３７に巻き取って当該ドラム１３７
に紙幣を収納するようになっている。また、一時保留部２０に一時的に保留されている紙
幣を搬送部１６に繰り出す際には、リール１３８へのテープ１３６の巻き取りにより、つ
まりドラム１３７からのテープ１３６の巻き戻しにより、ドラム１３７から紙幣をガイド
体１４１に巻き戻し、搬送機構１４０を通じて出入口１３５に繰り出すようになっている
。
【００３２】
　また、テープ１３６は、その幅が、紙幣の搬送方向に対して交差する幅つまり紙幣の長
手方向の幅（以下、単に、紙幣の幅という）より小さく形成されている。図６に示すよう
に、テープ１３６は、２本用いられ、ドラム１３７およびリール１３８の軸方向に間隔を
開けて並列に配置されている。そのため、２本のテープ１３６は紙幣の幅方向の２箇所を
押さえた状態でドラム１３７に巻き取られ、巻き取り状態では２本のテープ１３６間およ
び２本のテープ１３６の両側から紙幣の幅方向の中央部分および両側部分がそれぞれ露出
する状態となる。
【００３３】
　テープ１３６は、所定量以上の光透過性を有する例えば透明なフィルム材料で形成され
ており、ドラム１３７に取り付けられる一端域には、ドラム１３７からの巻き戻し限度を
検知するための所定量以上の光透過性を有さない例えば不透明部が設けられている。また
、リール１３８に取り付けられる他端域にも、ドラム１３７への巻き取り限度を検知する
ための所定量以上の光透過性を有さない例えば不透明部が設けられている。これら不透明
部は、例えば不透明なシールで構成され、２本のテープ１３６のそれぞれに貼り付けられ
ている。
【００３４】
　なお、ドラム１３７およびリール１３８に巻き取った際に内径側となるテープ１３６の
面を第１の面１３６ａと呼び、外径側となる面を第２の面１３６ｂと呼ぶ。
【００３５】
　また、ドラム１３７は、リール１３８に比べて大径の円筒状で、両側板１３０に回転自
在に軸支されたドラム軸１４７を中心として固定位置で円周方向に回転可能となっている
。また、図６に示すように、ドラム１３７の内側には当該ドラム１３７を回転させる駆動
モータ１４８が配置されており、この駆動モータ１４８が一側の側板１３０に取り付けら
れている。
【００３６】
　リール１３８は、両側板１３０に回転可能に軸支されたリール軸１４９にトルクリミッ
タ（図示せず）を介して取り付けられており、リール軸１４９を中心として固定位置で円
周方向に回転可能としている。
【００３７】
　一側の側板１３０の外側には、ドラム１３７からリール１３８に回転駆動力を伝達する
伝達機構（図示せず）が配設されているとともに、ドラム１３７の回転量を検知する回転
量検知部１５１（図６参照）が配設されている。伝達機構は、リール１３８をテープ１３
６の巻取方向に回転させるときにはリール軸１４９に回転駆動力を伝達し、リール１３８
をテープ１３６の巻き戻し方向に回転させるときにはリール軸１４９に回転駆動力を伝達
しないワンウェイクラッチを有している。
【００３８】
　そして、搬送部１６から送られた紙幣を一時保留部２０に一時的に保留する際において
、駆動モータ１４８でドラム１３７をテープ１３６の巻取方向に回転駆動するときには、
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ワンウェイクラッチによってリール１３８に回転駆動力が伝達されず、ドラム１３７に巻
き取られるテープ１３６がトルクリミッタに抗してリール１３８から引き出される。また
、一時保留部２０に一時的に保留されている紙幣を搬送部１６に繰り出す際において、駆
動モータ１４８がドラム１３７をテープ１３６の巻取方向とは逆方向である巻き戻し方向
に回転駆動する際には、ワンウェイクラッチを介してリール１３８に回転駆動力が伝達さ
れ、当該リール１３８がテープ１３６の巻取方向に回転する。このとき、リール１３８で
テープ１３６を巻き取る速度がドラム１３７からテープ１３６を巻き戻す速度よりも常に
速くなるように、トルクリミッタを介してリール１３８へ回転駆動力を伝達することによ
り、リール１３８でテープ１３６をたるみなく巻き取れるようになる。
【００３９】
　また、分岐レバー１３９は、レバー軸１５３を支点として揺動可能とし、ステッピング
モータまたはソレノイドの駆動により搬送部１６に対して進退するようになっている。そ
して、分岐レバー１３９が搬送部１６に進出することにより、搬送部１６により搬送され
る紙幣を出入口１３５に取り込んだり紙幣を出入口１３５から搬送部１６に繰り出したり
し、一方、分岐レバー１３９が搬送部１６から退避することにより、搬送部１６内を搬送
する紙幣の通過を許容するようになっている。
【００４０】
　また、搬送機構１４０は、一対のベルト１５５ａ、１５５ｂ、およびこれらベルト１５
５ａ、１５５ｂを固定通路１４２および揺動通路１４４の両側に沿って回転可能に張設す
るとともにベルト１５５ａ、１５５ｂの表面を互いに接触させる複数のプーリ１５６ａ、
１５６ｂ、１５７ａ、１５７ｂ、１５８を有している。複数のプーリ１５６ａ、１５６ｂ
、１５７ａ、１５７ｂ、１５８のうち、固定通路１４２側に配置されるプーリ１５６ａ、
１５６ｂは、出入口１３５の両側で、両側の側板１３０に対して固定位置で回転可能に軸
支される。また、揺動通路１４４側に配置されるプーリ１５７ａ、１５７ｂは、ガイド体
１４１に回転可能に軸支されていてガイド体１４１と一緒に揺動する。また、一方のベル
ト１５５ａの中間部に配置されるプーリ１５８は、出入口１３５よりドラム１３７に寄っ
た位置で、両側の側板１３０に対して固定位置で回転可能に軸支されている。
【００４１】
　プーリ１５８のプーリ軸１５９は、揺動するガイド体１４１の支点１４１ａとなってい
る。ここで、出入口１３５から支点１４１ａ付近までが固定通路１４２として形成され、
支点１４１ａ付近からガイド体１４１内までが揺動通路１４４として形成されている。ま
た、固定通路１４２には、紙幣をガイドする固定ガイド１６０が配設されている。
【００４２】
　プーリ１５６ｂの軸にはギヤ１６１（図６参照）が取り付けられており、このギヤ１６
１が紙幣処理機１０の本体部分に配置された駆動機構のギヤに噛合し、駆動機構からギヤ
１６１を通じてベルト１５５ｂに回転駆動力が伝達される。また、ギヤ１６１からは伝達
手段１６２を介してプーリ１５８のプーリ軸１５９に回転駆動力が伝達され、これにより
、ベルト１５５ａに回転駆動力が伝達される。
【００４３】
　また、ガイド体１４１は、第１のガイド部材１６４と第２のガイド部材１６５とを有し
ており、これら第１のガイド部材１６４および第２のガイド部材１６５の両側が支持部材
１６６（図６参照）によって一体に連結され、これらの両側の支持部材１６６がプーリ軸
１５９に揺動可能に支持されている。すなわち、上述したように、ガイド体１４１が支点
１４１ａを中心として揺動可能に支持されている。
【００４４】
　第１のガイド部材１６４と第２のガイド部材１６５とが互いに対向する内面を通路面と
し、これらの通路面の間にテープ１３６および紙幣をガイドするガイド通路１４３が形成
されている。すなわち、これらの通路面の間には、支点１４１ａを中心として揺動する揺
動通路１４４が形成されている。
【００４５】
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　図５に示すように、ガイド体１４１の形状すなわち第１のガイド部材１６４および第２
のガイド部材１６５の形状、ならびにガイド通路１４３および揺動通路１４４の形状は、
ドラム１３７へのテープ１３６および紙幣の巻き取り量が最大となる最大巻き取り状態で
の最大外径部（図５において参照符号１３７ｐで表示）に沿った湾曲形状に形成されてい
る。
【００４６】
　第１のガイド部材１６４の支点１４１ａとは反対の先端側には、第２のガイド部材１６
５の支点１４１ａとは反対の先端側より長く延長された延長部１６４ａが形成されている
。この第１のガイド部材１６４の延長部１６４ａには、ドラム１３７に巻き取られるテー
プ１３６の接点（図４および図５において参照符号Ｓで表示）よりも巻取方向の下流側で
、２本のテープ１３６間を通じてドラム１３７またはドラム１３７に巻き取られた紙幣に
直接接触する接触ローラ１６７が配置されている。
【００４７】
　接触ローラ１６７は、第１の接触ローラ１６７ａと第２の接触ローラ１６７ｂとから構
成されている。第１の接触ローラ１６７ａは、ドラム１３７へのテープ１３６および紙幣
の巻き取り量が所定量より少ない巻き取り状態での外径が所定外径より小さいときに、ド
ラム１３７に巻き取られた紙幣に接触する。第２の接触ローラ１６７ｂは、ドラム１３７
へのテープ１３６および紙幣の巻き取り量が所定量より多い巻き取り状態での外径が所定
外径より大きいときに、ドラム１３７に巻き取られた紙幣に接触する。なお、これら第１
の接触ローラ１６７ａおよび第２の接触ローラ１６７ｂとも、ドラム１３７に巻き取られ
るテープ１３６の接点Ｓよりも巻取方向の下流側に接触する。
【００４８】
　ガイド体１４１の第２のガイド部材１６５とフレーム１３２との間には、ガイド体１４
１がドラム１３７に向けて接近するように付勢する付勢手段としてのスプリング１６８が
張設されている。このスプリング１６８の付勢により、接触ローラ１６７がドラム１３７
側に常に押し付けられている。
【００４９】
　したがって、ガイド体１４１は、支点１４１ａを中心として、ドラム１３７へのテープ
１３６および紙幣の巻き取りおよび巻き戻しの各動作に応じて揺動するように構成されて
いる。
【００５０】
　第２のガイド部材１６５の先端側には、各テープ１３６の位置に対応して、ドラム１３
７からテープ１３６とともに巻き戻す紙幣をドラム１３７の外周面から剥がして揺動通路
１４４に送り込む剥がし爪１６９が揺動可能に配置されている。剥がし爪１６９は、ドラ
ム１３７へ向けて揺動して剥がし爪１６９の先端がテープ１３６に常に接触するようにス
プリングなどで付勢されている。
【００５１】
　図６に示すように、第２のガイド部材１６５の先端側の両側には、第２のガイド部材１
６５の先端側の両側が斜めに切り欠かれ、ドラム１３７から巻き戻される紙幣の両側部分
が揺動通路１４４内に進入しやすいようにガイドするガイド部１７０が形成されている。
【００５２】
　また、第１のガイド部材１６４および第２のガイド部材１６５には、搬送機構１４０の
プーリ１５７ａ、１５７ｂがそれぞれ回転可能に軸支されている。
【００５３】
　また、第１のガイド部材１６４には、リール１３８と揺動通路１４４との間でテープ１
３６をガイドするガイドローラ１７２が回転可能に軸支されているとともに、リール１３
８とガイドローラ１７２との間でテープ１３６をガイドするテープガイド１７３が取り付
けられている。
【００５４】
　また、第１のガイド部材１６４には、テープ１３６の一端域および他端域にそれぞれ設
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けられた不透明部を検知することにより、ドラム１３７からの巻き戻し限度およびドラム
１３７への巻き取り限度を検知するテープエンド検知部（図示せず）が配置されている。
このテープエンド検知部は、各テープ１３６毎に対応してそれぞれ配置されている。
【００５５】
　また、第２のガイド部材１６５の先端部付近であって、ドラム１３７に対向する揺動通
路１４４（ガイド通路１４３）の端部付近には、ガイドローラ１７２と揺動通路１４４（
ガイド通路１４３）との間でテープ１３６および紙幣をガイドするガイド機構１８４が配
設されている。ここで、ガイド機構１８４は、２本のテープ１３６の位置に対応してそれ
ぞれ個別に配設されている。また、２本のテープ１３６の各々に対応する各ガイド機構１
８４は、第１のガイド部材１６４に配置される駆動ローラ１８５および伝達ローラ（図示
せず）と、第２のガイド部材１６５に配置される誘導ローラ１８８とを有している。
【００５６】
　そして、ドラム１３７に対するテープ１３６の巻き取りおよび巻き戻し時に、テープ１
３６の第２の面１３６ｂに接触する駆動ローラ１８５に移動するテープ１３６から駆動力
が伝達され、この駆動ローラ１８５と一体に回転する伝達ローラから誘導ローラ１８８に
駆動力が伝達されるように構成されている。また、上記の剥がし爪１６９は回転可能およ
び着脱可能に設けられている。
【００５７】
　また、ガイド体１４１には、揺動通路１４４内のテープ１３６とともに紙幣が搬送され
る領域でその紙幣を検知する紙幣検知部１９５が設けられている。この紙幣検知部１９５
は、光センサ等から構成されており、紙幣の通過時にセンサ光が遮光されることで紙幣を
検知するようになっている。
【００５８】
　次に、本実施の形態の紙幣処理機１０に設けられたシフト部１９の構成の詳細について
図７乃至図９を用いて説明する。なお、図７は、図１に示す紙幣処理機１０におけるシフ
ト部１９の構成を示す上面図であり、図８は、図７に示すシフト部１９の側面図であり、
図９は、図７および図８に示すシフト部１９の斜視図である。また、図７および図９にお
いて、シフト部１９によりシフトされる紙幣を参照符号Ｐで示している。
【００５９】
　シフト部１９は、その位置が固定され、搬送路２１１に沿って紙葉類を搬送する第１の
固定搬送部２２０と、搬送路２１１の幅方向（図７の上下方向）に沿ってそれぞれスライ
ド可能となっており、第１の固定搬送部２２０から受け渡された紙幣をそれぞれ搬送する
複数（例えば、４つ）のスライド式搬送機構２３０と、その位置が固定され、スライド式
搬送機構２３０から受け渡された紙幣を搬送する第２の固定搬送部２５０とを備えている
。また、紙幣の搬送方向における第１の固定搬送部２２０の上流側には上流側搬送部２１
２が設けられている。なお、図７において、シフト部１９において紙幣は図７における左
右方向に延びる搬送路２１１に沿って左側から右方向に１枚ずつ搬送させられるようにな
っている。この際に、紙幣はその短手方向に沿って搬送させられるようになっている。
【００６０】
　図７および図８に示すように、上流側搬送部２１２は、複数の上側ローラ２１５により
張架された上側搬送ベルト２１４と、複数の下側ローラ２１７により張架された下側搬送
ベルト２１６とから構成されている。なお、図７では、シフト部１９から上側搬送ベルト
２１４や上側ローラ２１５を取り外したときの下側搬送ベルト２１６の構成が図示されて
いる。ここで、複数の下側ローラ２１７のうちある一つの下側ローラ２１７には駆動モー
タが取り付けられており、この駆動モータにより下側ローラ２１７が回転させられること
によって下側搬送ベルト２１６は図８における時計回りの方向に循環移動するようになっ
ている。また、上側搬送ベルト２１４も下側搬送ベルト２１６と連れ回るようになってお
り、下側搬送ベルト２１６が図８における時計回りの方向に循環移動させられると、上側
搬送ベルト２１４も図８における反時計回りの方向に循環移動させられるようになってい
る。そして、上流側搬送部２１２において、紙幣は上側搬送ベルト２１４と下側搬送ベル
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ト２１６との間に挟持された状態で図７および図８における左側から右方向に搬送させら
れるようになっている。また、図７に示すように、下側搬送ベルト２１６は、搬送路２１
１における幅方向（図７における上下方向）に沿って左右一対となるよう配置されており
、下側搬送ベルト２１６に対応する上側搬送ベルト２１４も、図示はしていないが搬送路
２１１における幅方向に沿って左右一対となるよう配置されている。
【００６１】
　図７および図８に示すように、第１の固定搬送部２２０は、わずかな距離を隔てて上下
方向に離間するよう配設された上側案内部２２２および下側案内部２２４から構成されて
おり、これらの上側案内部２２２および下側案内部２２４の間に、紙幣が搬送させられる
搬送路２１１が形成されている。また、図７に示すように、下側案内部２２４には駆動ロ
ーラ２２６が搬送路２１１における幅方向に沿って左右一対となるよう設けられていると
ともに、上側案内部２２２には、各駆動ローラ２２６に対向するよう従動ローラ２２８が
搬送路２１１における幅方向に沿って左右一対となるよう設けられている。なお、図７で
は、第１の固定搬送部２２０から上側案内部２２２や従動ローラ２２８を取り外したとき
の下側案内部２２４や駆動ローラ２２６の構成が図示されている。
【００６２】
　第１の固定搬送部２２０において、駆動ローラ２２６の外周面には例えばゴム等の高摩
擦部材が配設されており、この駆動ローラ２２６は駆動軸２２９を介して後述するローラ
駆動部２６０により図８における時計回りの方向に回転させられるようになっている。ま
た、従動ローラ２２８の外周面には金属部材が配設されており、この従動ローラ２２８は
、駆動ローラ２２６と当接して当該駆動ローラ２２６と連れ回るよう上側案内部２２２に
設けられている。そして、駆動ローラ２２６と従動ローラ２２８との間に形成されるニッ
プ部に紙幣が送られることにより当該紙幣は搬送路２１１に沿って図７および図８におけ
る右方向に搬送させられるようになっている。
【００６３】
　また、第２の固定搬送部２５０も、第１の固定搬送部２２０と同様に、わずかな距離を
隔てて上下方向に離間するよう配設された上側案内部２５２および下側案内部２５４から
構成されており、これらの上側案内部２５２および下側案内部２５４の間に、紙幣が搬送
させられる搬送路２１１が形成されている。また、図７に示すように、下側案内部２５４
には駆動ローラ２５６が搬送路２１１における幅方向に沿って左右一対となるよう設けら
れているとともに、上側案内部２５２には、各駆動ローラ２５６に対向するよう従動ロー
ラ２５８が搬送路２１１における幅方向に沿って左右一対となるよう設けられている。な
お、図７では、第２の固定搬送部２５０から上側案内部２５２や従動ローラ２５８を取り
外したときの下側案内部２５４や駆動ローラ２５６の構成が図示されている。
【００６４】
　第２の固定搬送部２５０において、駆動ローラ２５６の外周面には例えばゴム等の高摩
擦部材が配設されており、この駆動ローラ２５６は駆動軸２５９を介して後述するローラ
駆動部２６０により図８における時計回りの方向に回転させられるようになっている。ま
た、従動ローラ２５８の外周面には金属部材が配設されており、この従動ローラ２５８は
、駆動ローラ２５６と当接して当該駆動ローラ２５６と連れ回るよう上側案内部２５２に
設けられている。そして、駆動ローラ２５６と従動ローラ２５８との間に形成されるニッ
プ部に紙幣が送られることにより当該紙幣は搬送路２１１に沿って図７および図８におけ
る右方向に搬送させられるようになっている。
【００６５】
　また、第１の固定搬送部２２０と第２の固定搬送部２５０との間には、複数（例えば４
つ）のスライド式搬送機構２３０が紙幣の搬送方向に沿って直列に配設されている。各ス
ライド式搬送機構２３０は、他のスライド式搬送機構２３０から独立して、搬送路２１１
の幅方向（図７における上下方向）に沿ってスライド可能となっている。このことにより
、各スライド式搬送機構２３０の上流側にある第１の固定搬送部２２０において紙幣が搬
送路２１１の幅方向におけるどの位置にあっても、各スライド式搬送機構２３０によって
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紙幣を搬送路２１１の幅方向に沿って移動させることにより、各スライド式搬送機構２３
０から第２の固定搬送部２５０に送られた紙葉類は、搬送路２１１の幅方向における位置
が所定位置に寄せられたものとなる。
【００６６】
　図８に示すように、各スライド式搬送機構２３０は、わずかな距離を隔てて上下方向に
離間するよう配設された上側案内部２３２および下側案内部２３４から構成されており、
これらの上側案内部２３２および下側案内部２３４の間に、紙幣が搬送させられる搬送路
２１１が形成されている。これらの上側案内部２３２および下側案内部２３４は互いに連
結されており、上側案内部２３２および下側案内部２３４は一体的に搬送路２１１におけ
る幅方向に沿ってスライド可能となっている。また、図７に示すように、下側案内部２３
４には駆動ローラ２３６が搬送路２１１における幅方向に沿って左右一対となるよう設け
られているとともに、上側案内部２３２には、各駆動ローラ２３６に対向するよう従動ロ
ーラ２３８が搬送路２１１における幅方向に沿って左右一対となるよう設けられている。
なお、図７では、各スライド式搬送機構２３０から上側案内部２３２や従動ローラ２３８
を取り外したときの下側案内部２３４や駆動ローラ２３６の構成が図示されている。
【００６７】
　各スライド式搬送機構２３０において、駆動ローラ２３６の外周面には例えばゴム等の
高摩擦部材が配設されており、この駆動ローラ２３６は駆動軸２３９を介して後述するロ
ーラ駆動部２６０により図８における時計回りの方向に回転させられるようになっている
。また、従動ローラ２３８の外周面には金属部材が配設されており、この従動ローラ２３
８は、駆動ローラ２３６と当接して当該駆動ローラ２３６と連れ回るよう上側案内部２３
２に設けられている。そして、駆動ローラ２３６と従動ローラ２３８との間に形成される
ニップ部に紙幣が送られることにより当該紙幣は搬送路２１１に沿って図７および図８に
おける右方向に搬送させられるようになっている。
【００６８】
　また、本実施の形態では、第１の固定搬送部２２０の駆動ローラ２２６、各スライド式
搬送機構２３０の駆動ローラ２３６および第２の固定搬送部２５０の駆動ローラ２５６は
単一の駆動系であるローラ駆動部２６０により駆動されるようになっている。このような
ローラ駆動部２６０の構成の詳細について図７および図９を用いて説明する。図７および
図９に示すように、第１の固定搬送部２２０の駆動ローラ２２６の駆動軸２２９、各スラ
イド式搬送機構２３０の駆動ローラ２３６の駆動軸２３９および第２の固定搬送部２５０
の駆動ローラ２５６の駆動軸２５９の各々の先端部分にはそれぞれ歯車２２９ａ、２３９
ａ、２５９ａが設けられており、これらの歯車２２９ａ、２３９ａ、２５９ａの間にはそ
れぞれ駆動ギア２６４が配設されている。また、第１の固定搬送部２２０の駆動ローラ２
２６の駆動軸２２９の先端部分に設けられた歯車２２９ａには駆動ギア２６２が互いに噛
合するよう配設されており、この駆動ギア２６２には駆動ギア２６１が互いに噛合するよ
う配設されている。そして、図示しない例えばステッピングモータ等からなる駆動モータ
により駆動ギア２６１が回転させられることにより、駆動ギア２６２を介して歯車２２９
ａが回転させられ、この回転駆動力が各駆動ギア２６４を介して各歯車２３９ａや歯車２
５９ａに伝達される。このようにして、各駆動軸２２９、２３９、２５９が一体的に回転
し、各駆動ローラ２２６、２３６、２５６も一体的に回転するようになる。
【００６９】
　また、図７および図９に示すように、各駆動ギア２６４はそれぞれ搬送路２１１の幅方
向（すなわち、各駆動軸２３９の長手方向）に沿って延びるようになっている。このため
、各スライド式搬送機構２３０の上側案内部２３２および下側案内部２３４が搬送路２１
１の幅方向に沿ってスライドし、各駆動ローラ２３６の駆動軸２３９も搬送路２１１の幅
方向に沿って移動した場合でも、各歯車２３９ａと各駆動ギア２６４との間の連結が外れ
ることがない。このことにより、各駆動ローラ２３６の駆動軸２３９が搬送路２１１の幅
方向に沿って移動した場合でも、ローラ駆動部２６０により各駆動ローラ２２６、２３６
、２５６を一体的に回転させることができるようになる。
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【００７０】
　また、図７に示すように、シフト部１９において、紙幣の搬送方向における第１の固定
搬送部２２０の上流側には入口側紙葉類検知センサ２７０が設置されているとともに、紙
幣の搬送方向における第２の固定搬送部２５０の下流側には出口側紙葉類検知センサ（図
示せず）が設置されている。入口側紙葉類検知センサ２７０は、搬送路２１１に沿って上
流側搬送部２１２により搬送させられる紙幣について、その幅方向長さ、搬送路２１１の
幅方向における位置、および斜行角度（斜行量）等を検知するようになっている。入口側
紙葉類検知センサ２７０により検知された紙幣の検知情報は後述する制御部５０に送られ
るようになっている。また、出口側紙葉類検知センサは、各スライド式搬送機構２３０に
より搬送路２１１の幅方向における所定位置に寄せられた後に搬送させられる紙幣につい
て、その幅方向長さ、搬送路２１１の幅方向における位置、および斜行角度（斜行量）等
を検知するようになっている。出口側紙葉類検知センサにより検知された紙幣の検知情報
も後述する制御部５０に送られるようになっており、制御部５０は、出口側紙葉類検知セ
ンサから送られた紙葉類の検知情報に基づいて、各スライド式搬送機構２３０により紙幣
が搬送路２１１の幅方向における所定位置に正確に寄せられたか否かを判定するようにな
っている。
【００７１】
　また、図７に示すように、シフト部１９において、紙幣の搬送方向における第１の固定
搬送部２２０の上流側であって入口側紙葉類検知センサ２７０よりも下流側の位置には入
口側搬送タイミング検知センサ２７４が設置されている。また、紙幣の搬送方向における
第２の固定搬送部２５０の下流側であって上記の出口側紙葉類検知センサよりも上流側の
位置には出口側搬送タイミング検知センサ（図示せず）が設置されている。入口側搬送タ
イミング検知センサ２７４は、第１の固定搬送部２２０に送られる直前の紙幣のタイミン
グを検知するようになっており、また、出口側搬送タイミング検知センサは、各スライド
式搬送機構２３０により搬送路２１１の幅方向における位置が所定位置に寄せられた後に
第２の固定搬送部２５０から送られた紙幣のタイミングを検知するようになっている。入
口側搬送タイミング検知センサ２７４や出口側搬送タイミング検知センサによる紙幣の検
知情報はそれぞれ後述する制御部５０に送られるようになっている。
【００７２】
　搬送部１６により搬送される紙幣がこのような構成のシフト部１９に送られた場合には
、当該紙幣はシフト部１９において図７および図８における左側から右方向に搬送させら
れるようになる。具体的には、まず、入口側紙葉類検知センサ２７０により、当該紙幣の
幅方向長さ、搬送路２１１の幅方向における位置、および斜行角度（斜行量）等が検知さ
れる。入口側紙葉類検知センサ２７０による検知情報は後述する制御部５０に送られる。
制御部５０は、入口側紙葉類検知センサ２７０により検知された、各スライド式搬送機構
２３０に送られる前の、搬送路２１１の幅方向における紙幣の位置と、予め設定された、
搬送路２１１の幅方向における紙幣の所定位置とに基づいて、各スライド式搬送機構２３
０の移動量を算出する。その後、紙幣は搬送路２１１に沿って上流側搬送部２１２により
搬送させられ、第１の固定搬送部２２０に受け渡される。そして、この紙幣は第１の固定
搬送部２２０から各スライド式搬送機構２３０に受け渡され、各スライド式搬送機構２３
０により図７および図８における右方向に順次搬送させられた後、各スライド式搬送機構
２３０から第２の固定搬送部２５０に受け渡される。ここで、各スライド式搬送機構２３
０により図７および図８における右方向に紙幣が順次搬送させられる際に、各スライド式
搬送機構２３０の上側案内部２３２および下側案内部２３４が搬送路２１１の幅方向に沿
ってスライドする。このため、上流側にある第１の固定搬送部２２０において紙幣が搬送
路２１１の幅方向におけるどの位置にあっても、各スライド式搬送機構２３０によって紙
幣を搬送路２１１の幅方向に沿って移動させることにより、各スライド式搬送機構２３０
から第２の固定搬送部２５０に送られた紙幣は、搬送路２１１の幅方向における位置が所
定位置に寄せられたものとなる。
【００７３】
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　また、図２に示すように、本実施の形態の紙幣処理機１０には、当該紙幣処理機１０の
各構成部材の制御を行う制御部５０が設けられている。より詳細には、制御部５０には、
投入部１２に設けられた紙幣繰出機構１２ａ、搬送部１６、識別部１８、シフト部１９、
一時保留部２０（具体的には、一時保留部２０の駆動モータ１４８）、各紙幣収納庫３０
に設けられた紙幣繰出機構３２、筐体１１内に装着された紙幣収納カセット４０に設けら
れた紙幣繰出機構４２等がそれぞれ通信可能に接続されている。そして、識別部１８によ
る紙幣の識別結果に係る信号が制御部５０に送られるとともに、制御部５０は紙幣処理機
１０の各構成部材に指令信号を送ることによりこれらの構成部材の動作を制御するように
なっている。
【００７４】
　また、図２に示すように、制御部５０には操作表示部５２、記憶部５４および通信イン
ターフェース部５６がそれぞれ通信可能に接続されている。操作表示部５２は例えば筐体
１１の上面に設けられたタッチパネル等からなり、紙幣処理機１０における紙幣の入金処
理等の処理状況や、各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に収納されている紙幣の在
高等に関する情報が操作表示部５２に表示されるようになっている。また、操作表示部５
２には、一時保留部２０や各紙幣収納庫３０、紙幣収納カセット４０等における紙幣の収
納状態に関する情報が表示されるようになっていてもよい。具体的には、操作表示部５２
には、一時保留部２０において各テープ１３６によりドラム１３７の外周面に巻き取られ
た複数のハイブリッド紙幣がいわゆる円錐状となっているか否かという情報が表示される
ようになっていてもよい。また、後述するように、紙幣を収納するための収納部として、
複数の紙幣が積層状態で集積されるような紙幣収納庫３０が設けられる代わりに、テープ
により紙幣をドラムの外周面に巻き付けるような収納繰出部６０（図１３参照）が設けら
れる場合には、各収納繰出部６０においてテープによりドラムの外周面に巻き取られた複
数のハイブリッド紙幣がいわゆる円錐状となっているか否かという情報が操作表示部５２
に表示されるようになっていてもよい。また、操作者は操作表示部５２を操作することに
より制御部５０に対して様々な指令を与えることができるようになっている。
【００７５】
　記憶部５４には、紙幣処理機１０における紙幣の入金処理等の処理履歴や、各紙幣収納
庫３０や紙幣収納カセット４０に収納されている紙幣の在高等に関する情報が記憶される
ようになっている。また、記憶部５４には、一時保留部２０や各紙幣収納庫３０、紙幣収
納カセット４０等における紙幣の収納状態に関する情報が記憶されるようになっていても
よい。また、制御部５０は通信インターフェース部５６を介して本実施の形態による紙幣
処理機１０とは別に設けられた外部装置（具体的には、例えば上位端末）に対して信号の
送受信を行うことができるようになっている。
【００７６】
　なお、上記の制御部５０は、紙幣処理機１０の各構成部材の制御を行うよう、当該紙幣
処理機１０の筐体１１内に設けられているが、紙幣収納繰出装置としての一時保留部２０
を単体で用いる場合には、当該一時保留部２０の各構成部材の制御を行う制御部がこの一
時保留部２０に設置されるようになっていてもよい。
【００７７】
　また、本実施の形態の紙幣処理機１０は、紙のみから構成される通常の紙幣に加えて、
紙とポリマーフィルムとを組み合わせたようなハイブリッド紙幣の処理を行うことができ
るようになっている。このようなハイブリッド紙幣の構成について図３を用いて説明する
。図３に示すように、ハイブリッド紙幣（図３において参照符号Ｐで表示）は、紙幣の短
手方向に沿って直線状に延びるポリマーフィルム部分Ｐ２を一対の紙部分Ｐ１により挟む
ことにより形成されている。一部の国や地域ではこのようなハイブリッド紙幣も正常な紙
幣であるとみなされるため、識別部１８により紙幣の識別が行われる際に図３に示すよう
なハイブリッド紙幣が識別された場合にこのようなハイブリッド紙幣は正常な紙幣である
と制御部５０において判断されるようになる。
【００７８】
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　なお、このようなハイブリッド紙幣におけるポリマーフィルム部分Ｐ２は紙部分Ｐ１よ
りもコシが強く、また、ポリマーフィルム部分Ｐ２の厚さは紙部分Ｐ１の厚さよりも大き
くなっている。このため、従来では、一時保留部２０において、帯状のテープ１３６によ
りハイブリッド紙幣をドラム１３７の外周面上に巻き取る際に、紙のみにより形成される
紙幣を帯状のテープ１３６によりドラム１３７の外周面上に巻き取る場合と比較して、テ
ープ１３６がハイブリッド紙幣をドラム１３７の外周面上に向かって締め付ける力が弱く
なってしまうという問題がある。また、図６に示すように２本のテープ１３６がドラム１
３７の軸方向に沿って並ぶよう設けられている場合には、２本のテープ１３６のうちハイ
ブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２に近い側のテープ１３６による締付力は、ポリ
マーフィルム部分Ｐ２から遠い側のテープ１３６による締付力よりも弱くなってしまう。
この場合には、ドラム１３７の外周面に複数のハイブリッド紙幣が巻き取られた際に当該
ハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２に近い側のテープ１３６の箇所がドラム１
３７の外方に膨らんでしまうため、ドラム軸１４７に対して直交する方向から見て、各テ
ープ１３６によりドラム１３７の外周面に巻き取られた複数のハイブリッド紙幣がいわゆ
る円錐状となってしまい、ドラム１３７に収納されたハイブリッド紙幣の位置が当該ドラ
ム１３７の軸方向にずれてしまうおそれがある。また、従来では、図３に示すようなハイ
ブリッド紙幣が各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に収納された後、これらの各紙
幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に設けられた紙幣繰出機構３２、４２における左右
一対の繰出ローラにより各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に収納されている紙幣
が繰り出される際に、一方の繰出ローラにハイブリッド紙幣における紙部分Ｐ１が接触す
るとともに他方の繰出ローラにポリマーフィルム部分Ｐ２が接触したときに、繰出ローラ
に対する紙部分Ｐ１およびポリマーフィルム部分Ｐ２の摩擦係数が異なるため一対の繰出
ローラにより搬送部１６に繰り出されたハイブリッド紙幣が斜行してしまうおそれがある
。
【００７９】
　これに対して、本実施の形態では、一時保留部２０に保留されるべきハイブリッド紙幣
について、このハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方向における位置が一
時保留部２０のテープ１３６の幅方向における位置と少なくとも一部が重なるよう、一時
保留部２０に送られる前のハイブリッド紙幣をシフト部１９によって当該ハイブリッド紙
幣の幅方向にシフトさせるようになっている。このことにより、一時保留部２０において
ハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２をテープ１３６によりドラム１３７の外周
面上に直接締め付けることができるため当該一時保留部２０のドラム１３７にハイブリッ
ド紙幣を適切に収納することができるようになる。このような技術的事項の詳細について
は後述する。また、本実施の形態では、各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に収納
されるべきハイブリッド紙幣について、このハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ

２の幅方向における位置が各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０の各紙幣繰出機構３
２、４２の一対の繰出ローラの幅方向における位置からずれるよう、各紙幣収納庫３０や
紙幣収納カセット４０に送られる前のハイブリッド紙幣をシフト部１９によって当該ハイ
ブリッド紙幣の幅方向にシフトさせるようになっている。このことにより、各紙幣収納庫
３０や紙幣収納カセット４０において各紙幣繰出機構３２、４２によりこれらの各紙幣収
納庫３０や紙幣収納カセット４０に収納されている紙幣を繰り出す際に左右一対の繰出ロ
ーラにはハイブリッド紙幣における紙部分Ｐ１がそれぞれ接触するようになるため搬送部
１６に繰り出される紙幣が斜行してしまうことを防止することができるようになる。この
ような技術的事項の詳細についても後述する。
【００８０】
　次に、このような構成からなる紙幣処理機１０の動作について説明する。なお、以下に
示すような紙幣処理機１０の動作は、制御部５０が紙幣処理機１０の各構成部材を制御す
ることにより行われるようになっている。
【００８１】
　まず、紙幣処理機１０において紙幣の入金処理を行う際の動作について説明する。操作
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者が投入部１２に複数の紙幣を積層状態で載置した後、操作表示部５２により入金処理開
始の指令を制御部５０に与えると、投入部１２に投入された紙幣は紙幣繰出機構１２ａに
より１枚ずつ筐体１１内に繰り出され、搬送部１６により１枚ずつ搬送されるようになる
。そして、搬送部１６により搬送される紙幣は識別部１８によりその金種、真偽、表裏、
正損、新旧、搬送状態等が識別される。識別部１８により正常な紙幣ではないと識別され
た紙幣、すなわちリジェクト紙幣はシフト部１９を通った後に搬送部１６により投出部１
４に送られ、当該投出部１４に集積される。このことにより、操作者は投出部１４に集積
されたリジェクト紙幣を筐体１１から手動で取り出し、投入部１２に再び載置することが
できるようになる。一方、識別部１８により正常な紙幣であると識別された紙幣はシフト
部１９を通った後に搬送部１６から一時保留部２０に送られ、この一時保留部２０で一時
的に保留される。なお、この際に、識別部１８により識別された紙幣が図３に示すような
ハイブリッド紙幣であった場合には、このハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２

の幅方向における位置が一時保留部２０のテープ１３６の幅方向における位置と少なくと
も一部が重なるよう、一時保留部２０に送られる前のハイブリッド紙幣がシフト部１９に
よって当該ハイブリッド紙幣の幅方向にシフトさせられるようになる。このようなシフト
部１９の動作について図１０を用いて説明する。
【００８２】
　図１０には、識別部１８により識別された後、シフト部１９を通って一時保留部２０に
送られるまでのハイブリッド紙幣の動作が示されている。ここで、図１０において、搬送
部１６によるハイブリッド紙幣の搬送方向は右方向となっている。また、搬送部１６の搬
送路における、一時保留部２０の各テープ１３６の幅方向における位置と同じ位置を参照
符号Ｌ１で示している。
【００８３】
　本実施の形態では、識別部１８において、搬送部１６により搬送されるハイブリッド紙
幣の幅方向位置が検知されるようになる。そして、シフト部１９は、識別部１８により識
別されたハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方向における位置に基づいて
、当該紙幣を幅方向にシフトさせる。具体的には、図１０に示す例では、識別部１８によ
り識別された直後のハイブリッド紙幣（すなわち、シフト部１９に送られる前のハイブリ
ッド紙幣）は、そのポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方向における位置が一時保留部２０の
各テープ１３６の幅方向における位置から外れている（図１０における一番左のハイブリ
ッド紙幣を参照）。この場合には、シフト部１９によりハイブリッド紙幣がその幅方向に
シフトさせられ（具体的には、図１０において上方向に移動するようハイブリッド紙幣が
シフトさせられ）、シフト部１９を通った後のハイブリッド紙幣は、そのポリマーフィル
ム部分Ｐ２の幅方向における位置が一時保留部２０の各テープ１３６の幅方向における位
置と少なくとも一部分が重なるようになる（図１０におけるシフト部１９の右側に位置す
るハイブリッド紙幣を参照）。このように、本実施の形態では、一時保留部２０に保留さ
れるべきハイブリッド紙幣について、このハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２

の幅方向における位置が一時保留部２０のテープ１３６の幅方向における位置と少なくと
も一部が重なるよう、一時保留部２０に送られる前のハイブリッド紙幣がシフト部１９に
よって当該ハイブリッド紙幣の幅方向にシフトさせられる。このことにより、一時保留部
２０においてハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２を一対のテープ１３６のうち
図１０における下側のテープ１３６によりドラム１３７の外周面上に直接締め付けること
ができるようになる。このため一時保留部２０のドラム１３７にハイブリッド紙幣を適切
に収納することができるようになる。
【００８４】
　そして、投入部１２に投入された紙幣が全て筐体１１内に繰り出されて一時保留部２０
または投出部１４に送られると、入金確定の承認を操作者に求めるメッセージが操作表示
部５２に表示される。その後、操作者が操作表示部５２により入金確定の指令を制御部５
０に与えると、一時保留部２０から紙幣が１枚ずつ搬送部１６に繰り出され、当該搬送部
１６により紙幣が識別部１８およびシフト部１９をそれぞれ通過するよう搬送させられた
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後、各紙幣収納庫３０に紙幣が金種毎に送られるようになる。このようにして紙幣処理機
１０における紙幣の一連の入金処理が完了する。一方、操作者が操作表示部５２により入
金確定の指令を制御部５０に与えるかわりに返却の指令を制御部５０に与えると、一時保
留部２０から紙幣が１枚ずつ搬送部１６に繰り出され、当該搬送部１６により投出部１４
に紙幣が送られるようになる。このことにより操作者は投出部１４から返却紙幣を筐体１
１の外部に取り出すことができるようになる。
【００８５】
　ここで、本実施の形態では、一時保留部２０から繰り出された紙幣が各紙幣収納庫３０
に送られる際に、一時保留部２０から繰り出された紙幣が図３に示すようなハイブリッド
紙幣であった場合には、このハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方向にお
ける位置が各紙幣収納庫３０の紙幣繰出機構３２の左右一対の繰出ローラ３２ａ（図１１
参照）の幅方向における位置からずれるよう、各紙幣収納庫３０に送られる前のハイブリ
ッド紙幣がシフト部１９によって当該ハイブリッド紙幣の幅方向にシフトさせられるよう
になる。このようなシフト部１９の動作について図１１を用いて説明する。
【００８６】
　図１１には、一時保留部２０から搬送部１６に繰り出されたハイブリッド紙幣が識別部
１８により識別された後、シフト部１９を通って各紙幣収納庫３０に送られるまでのハイ
ブリッド紙幣の動作が示されている。ここで、図１１において、搬送部１６によるハイブ
リッド紙幣の搬送方向は右方向となっている。また、搬送部１６の搬送路における、各紙
幣収納庫３０の紙幣繰出機構３２の各繰出ローラ３２ａの幅方向における位置と同じ位置
を参照符号Ｌ２で示している。
【００８７】
　本実施の形態では、識別部１８において、一時保留部２０から搬送部１６に繰り出され
たハイブリッド紙幣の幅方向位置が検知されるようになる。そして、シフト部１９は、識
別部１８により識別されたハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方向におけ
る位置に基づいて、当該紙幣を幅方向にシフトさせる。具体的には、図１１に示す例では
、識別部１８により識別された直後のハイブリッド紙幣（すなわち、シフト部１９に送ら
れる前のハイブリッド紙幣）は、そのポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方向における位置が
各紙幣収納庫３０に設けられた紙幣繰出機構３２の各繰出ローラ３２ａの幅方向における
位置と少なくとも一部分が重なっている（図１１における一番左のハイブリッド紙幣を参
照）。この場合には、シフト部１９によりハイブリッド紙幣がその幅方向にシフトさせら
れ（具体的には、図１１において下方向に移動するようハイブリッド紙幣がシフトさせら
れ）、シフト部１９を通った後のハイブリッド紙幣は、そのポリマーフィルム部分Ｐ２の
幅方向における位置が各紙幣収納庫３０に設けられた紙幣繰出機構３２の各繰出ローラ３
２ａの幅方向における位置からずれるようになる（図１１におけるシフト部１９の右側に
位置するハイブリッド紙幣を参照）。このように、本実施の形態では、各紙幣収納庫３０
に収納されるべきハイブリッド紙幣について、このハイブリッド紙幣のポリマーフィルム
部分Ｐ２の幅方向における位置が紙幣繰出機構３２の各繰出ローラ３２ａの幅方向におけ
る位置からずれるよう、各紙幣収納庫３０に送られる前のハイブリッド紙幣がシフト部１
９によって当該ハイブリッド紙幣の幅方向にシフトさせられる。このことにより、各紙幣
収納庫３０において各紙幣繰出機構３２によりこれらの各紙幣収納庫３０に収納されてい
る紙幣を繰り出す際に左右一対の繰出ローラ３２ａにはハイブリッド紙幣における紙部分
Ｐ１がそれぞれ接触するようになるため搬送部１６に繰り出される紙幣が斜行してしまう
ことを防止することができるようになる。
【００８８】
　次に、紙幣処理機１０において紙幣の出金処理を行う際の動作について説明する。操作
者が操作表示部５２により出金処理開始の指令を制御部５０に与えると、出金すべき紙幣
の金種に対応する各紙幣収納庫３０から出金すべき枚数分の紙幣が１枚ずつ当該紙幣収納
庫３０から紙幣繰出機構３２により搬送部１６に繰り出され、当該搬送部１６により投出
部１４に紙幣が送られてこの投出部１４に積層状態で集積されるようになる。この際に、
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各紙幣収納庫３０から搬送部１６に繰り出された紙幣は当該搬送部１６により識別部１８
に送られ、この識別部１８によりその金種や搬送状態等が識別される。そして、識別部１
８により識別された紙幣はシフト部１９を通った後に搬送部１６により投出部１４に送ら
れるようになる。そして、出金すべき金種毎の枚数の紙幣が全て各紙幣収納庫３０から繰
り出されて投出部１４に送られると、操作者は投出部１４から出金紙幣を筐体１１の外部
に取り出すことができるようになる。このようにして紙幣の出金処理における一連の動作
が完了する。
【００８９】
　なお、別の形態として、シフト部１９および識別部１８の配置が逆となっていてもよく
、この場合には、紙幣の出金処理が行われる際に、シフト部１９は、投出部１４に集積さ
れる複数の紙幣の側縁部の位置が少しずつずれるよう、またはカテゴリ別に紙幣がそれぞ
れずれるよう、識別部１８により識別された紙幣をその幅方向に沿ってシフトさせるよう
になっていてもよい。このことにより、操作者は投出部１４から出金紙幣を筐体１１の外
部に取り出した後、積層状態の複数の紙幣を容易に手で数えることができるようになる。
また、この場合には、紙幣の入金処理を行う際に、投入部１２により筐体１１の内部に投
入された紙幣を搬送部１６により一時保留部２０に搬送する際にはシフト部１９による紙
幣のシフトを行わずに識別部１８による紙幣の識別を行い、一時保留部２０に保留されて
いる紙幣を各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に送る際に搬送部１８により搬送さ
れる紙幣をシフト部１９によって幅方向にシフトさせてもよい。
【００９０】
　また、シフト部１９および識別部１８の配置が逆となっている場合において、搬送部１
６による紙幣の搬送方向におけるシフト部１９の上流側に、ハイブリッド紙幣におけるポ
リマーフィルム部分Ｐ２の幅方向の位置を検知する特徴部分検知部が設けられていてもよ
い。このような変形例に係る紙幣処理機の構成について図１２を用いて説明する。図１２
に示すような変形例に係る紙幣処理機１０ａでは、図１に示す紙幣処理機１０に対してシ
フト部１９および識別部１８の配置が逆となっており、しかも搬送部１６による紙幣の搬
送方向におけるシフト部１９の上流側に、ハイブリッド紙幣におけるポリマーフィルム部
分Ｐ２の幅方向の位置を検知する特徴部分検知部１７が設けられている。特徴部分検知部
１７として、例えば搬送部１６における紙幣の搬送路の幅方向に沿って並ぶよう設けられ
た複数の光センサが用いられるようになっている。このように、搬送部１６における識別
部１８よりも投入部１２に近い側の位置に特徴部分検知部１７を設けた場合には、シフト
部１９によりシフトさせられる前のハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方
向における位置を特徴部分検知部１７により検知することができる一方、シフト部１９に
よりシフトさせられた後のハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方向におけ
る位置を識別部１８により検知することができるため、シフト部１９によるハイブリッド
紙幣の幅方向におけるシフト量を算出することができるようになる。もしシフト部１９に
よるハイブリッド紙幣の幅方向におけるシフト量が所望の大きさではない場合には、一時
保留部２０に保留されている紙幣を各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に送る際に
搬送部１８により搬送される紙幣をシフト部１９によって再び幅方向にシフトさせてもよ
い。また、図１２に示すような変形例に係る紙幣処理機１０ａに対して、特徴部分検知部
１７および識別部１８の位置が逆になっていてもよい。この場合でも、識別部１８による
識別結果および特徴部分検知部１７による検知結果に基づいてシフト部１９による紙幣の
幅方向におけるシフト量を算出することができるようになる。
【００９１】
　また、本実施の形態では、紙幣の出金処理が行われる際に、識別部１８による識別結果
に関係なく、シフト部１９は搬送された紙幣をその幅方向に沿ってシフトさせるようにな
っていてもよい。例えば、投出部１４に集積される複数の紙幣の側縁部が揃うよう、搬送
部１６により搬送される紙幣をシフト部１９によってその幅方向に沿ってシフトさせるよ
うになっていてもよい。
【００９２】
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　また、本実施の形態における紙幣の出金処理の別の態様では、シフト部１９は、投出部
１４に集積される出金紙幣について金種毎にその側縁部が揃うよう、識別部１８により識
別された紙幣をその幅方向に沿ってシフトさせるようになっていてもよい。すなわち、投
出部１４に集積される出金紙幣についてある金種の側縁部の位置と別の金種の側縁部の位
置とが少しだけずれるようになる。このことにより、操作者は投出部１４から出金紙幣を
筐体１１の外部に取り出した後、出金紙幣を容易に金種別に分けることができるようにな
る。
【００９３】
　また、本実施の形態における紙幣の出金処理の更に別の態様では、図３に示すようなハ
イブリッド紙幣が投出部１４に複数集積される場合に、ハイブリッド紙幣におけるポリマ
ーフィルム部分Ｐ２が同じ位置に重ならないよう、シフト部１９は識別部１８により識別
された紙幣をその幅方向に沿ってシフトさせるようになっていてもよい。投出部１４に出
金紙幣が集積される際に、図３に示すようなハイブリッド紙幣が投出部１４に複数集積さ
れる場合にポリマーフィルム部分Ｐ２が同じ位置に重なってしまうと、このポリマーフィ
ルム部分Ｐ２が重なった部分の厚みがハイブリッド紙幣における他の箇所の厚みよりも大
きくなってしまうため投出部１４に積層状態で集積されたハイブリッド紙幣が所定の集積
状態から崩れてしまうおそれがある。これに対し、ハイブリッド紙幣におけるポリマーフ
ィルム部分Ｐ２が同じ位置に重ならないよう、シフト部１９が識別部１８により識別され
たハイブリッド紙幣をその幅方向に沿ってシフトさせる場合には、出金紙幣を投出部１４
に適切な状態で集積させることができるようになる。
【００９４】
　次に、紙幣処理機１０において紙幣の回収処理を行う際の動作について説明する。操作
者が操作表示部５２により回収処理開始の指令を制御部５０に与えると、回収すべき紙幣
の金種に対応する各紙幣収納庫３０から回収すべき枚数分の紙幣が１枚ずつ当該紙幣収納
庫３０から紙幣繰出機構３２により搬送部１６に繰り出され、当該搬送部１６により筐体
１１内に装着されている紙幣収納カセット４０に紙幣が送られてこの紙幣収納カセット４
０に積層状態で収納されるようになる。この際に、各紙幣収納庫３０から搬送部１６に繰
り出された紙幣は当該搬送部１６により識別部１８に送られ、この識別部１８によりその
金種や搬送状態等が識別される。また、識別部１８により識別された紙幣はシフト部１９
を通った後に搬送部１６により紙幣収納カセット４０に送られるようになる。そして、回
収すべき金種毎の枚数の紙幣が全て各紙幣収納庫３０から繰り出されて紙幣収納カセット
４０に送られた後、操作者は筐体１１から紙幣収納カセット４０を取り外すことにより当
該紙幣収納カセット４０に収納された紙幣を紙幣収納カセット４０ごと回収することがで
きるようになる。このようにして紙幣の回収処理における一連の動作が完了する。
【００９５】
　ここで、本実施の形態では、上記の紙幣の回収処理において、各紙幣収納庫３０から繰
り出された紙幣が紙幣収納カセット４０に送られる際に、各紙幣収納庫３０から繰り出さ
れた紙幣が図３に示すようなハイブリッド紙幣であった場合には、このハイブリッド紙幣
のポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方向における位置が紙幣収納カセット４０の紙幣繰出機
構４２の左右一対の繰出ローラの幅方向における位置からずれるよう、紙幣収納カセット
４０に送られる前のハイブリッド紙幣がシフト部１９によって当該ハイブリッド紙幣の幅
方向にシフトさせられるようになっていてもよい。この場合には、紙幣収納カセット４０
において紙幣繰出機構４２によりこの紙幣収納カセット４０に収納されている紙幣を繰り
出す際に紙幣繰出機構４２における左右一対の繰出ローラにはハイブリッド紙幣における
紙部分Ｐ１がそれぞれ接触するようになるため当該紙幣収納カセット４０から繰り出され
る紙幣が斜行してしまうことを防止することができるようになる。
【００９６】
　また、本実施の形態の別の態様では、上記の紙幣の回収処理において、図３に示すよう
なハイブリッド紙幣が紙幣収納カセット４０に複数収納される場合に、ハイブリッド紙幣
におけるポリマーフィルム部分Ｐ２が同じ位置に重ならないよう、シフト部１９は識別部
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１８により識別された紙幣をその幅方向に沿ってシフトさせるようになっていてもよい。
紙幣収納カセット４０に紙幣が積層状態で収納される際に、図３に示すようなハイブリッ
ド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２が同じ位置に重なってしまうと、このポリマーフィル
ム部分Ｐ２が重なった部分の厚みがハイブリッド紙幣における他の箇所の厚みよりも大き
くなってしまうため、紙幣収納カセット４０に積層状態で収納される紙幣の左右の高さに
差が生じてしまい、紙幣繰出機構４２により紙幣を繰り出す際に繰出不良が発生してしま
うおそれがある。これに対し、ハイブリッド紙幣におけるポリマーフィルム部分Ｐ２が同
じ位置に重ならないよう、シフト部１９が識別部１８により識別された紙幣をその幅方向
に沿ってシフトさせる場合には、紙幣収納カセット４０に紙幣を適切な状態で収納させる
ことができるようになる。
【００９７】
　以上のような構成からなる本実施の形態の紙幣処理機１０やこのような紙幣処理機１０
による紙幣処理方法によれば、搬送部１６に設けられたシフト部１９は、紙幣の搬送方向
に対して直交する方向である幅方向における収納部（具体的には、一時保留部２０や各紙
幣収納庫３０、紙幣収納カセット４０）の特定部材（具体的には、一時保留部２０のテー
プ１３６、各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に設けられた各紙幣繰出機構３２、
４２の一対の繰出ローラ）の位置に応じて、搬送部１６により搬送される紙幣を幅方向に
シフトさせるようになっている。このように、紙幣の搬送方向に対して直交する方向であ
る幅方向における収納部の特定部材の位置に応じて、搬送部１６により搬送される紙幣を
シフト部１９により幅方向にシフトさせ、シフトさせられた紙幣を収納部に収納すること
によって、収納部にハイブリッド紙幣（特殊紙幣）を適切に収納したり当該収納部からハ
イブリッド紙幣を適切に繰り出したりすることができるようになる。
【００９８】
　また、本実施の形態の紙幣処理機１０やこのような紙幣処理機１０による紙幣処理方法
においては、上述したように、搬送部１６により搬送される紙幣の所定の特徴部分（具体
的には、ハイブリッド紙幣におけるポリマーフィルム部分Ｐ２）を検知する識別部１８が
搬送部１６に設けられており、シフト部１９は、識別部１８により識別された紙幣の所定
の特徴部分の幅方向における位置に基づいて、当該紙幣を幅方向にシフトさせるようにな
っている。
【００９９】
　具体的には、上記の収納部が一時保留部２０である場合には、この一時保留部２０は、
ドラム１３７（紙葉類巻取用回転体）の外周面上に紙幣を巻き取る帯状のテープ１３６（
巻取部材）を上記の特定部材として有している。そして、シフト部１９は、一時保留部２
０に保留されるべき紙幣の所定の特徴部分（具体的には、ハイブリッド紙幣におけるポリ
マーフィルム部分Ｐ２）の幅方向における位置が一時保留部２０のテープ１３６の幅方向
における位置と少なくとも一部分が重なるよう、シフト部１９は紙幣を幅方向にシフトさ
せるようになっている。このことにより、一時保留部２０においてハイブリッド紙幣のポ
リマーフィルム部分Ｐ２をテープ１３６によりドラム１３７の外周面上に直接締め付ける
ことができるようになり、このため一時保留部２０のドラム１３７にハイブリッド紙幣を
適切に収納することができるようになる。
【０１００】
　また、上記の収納部が各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０である場合には、これ
らの各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０は、積層状態で収納されている紙幣をこれ
らの各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０から繰り出すための紙幣繰出機構３２、４
２（具体的には、一対の繰出ローラ）を上記の特定部材として有している。そして、シフ
ト部１９は、各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に収納されるべき紙幣の所定の特
徴部分（具体的には、ハイブリッド紙幣におけるポリマーフィルム部分Ｐ２）の幅方向に
おける位置が各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に設けられた紙幣繰出機構３２、
４２の一対の繰出ローラの幅方向における位置からずれるよう、シフト部１９は紙幣を幅
方向にシフトさせるようになっている。このことにより、各紙幣収納庫３０や紙幣収納カ
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セット４０において各紙幣繰出機構３２、４２によりこれらの各紙幣収納庫３０や紙幣収
納カセット４０に収納されている紙幣を繰り出す際に左右一対の繰出ローラにはハイブリ
ッド紙幣における紙部分Ｐ１がそれぞれ接触するようになるため搬送部１６に繰り出され
る紙幣が斜行してしまうことを防止することができるようになる。
【０１０１】
　また、本実施の形態の紙幣処理機１０においては、上述したように、識別部１８および
シフト部１９は搬送部１６における直線状の搬送路で接続されている。このことにより、
ハイブリッド紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２等の幅方向における位置が識別部１８によ
り識別された後、当該ハイブリッド紙幣は直線状の搬送路に沿って搬送されてシフト部１
９に送られるようになるため当該ハイブリッド紙幣がシフト部１９に到るまでの搬送中に
その幅方向にずれてしまうことを抑制することができ、よってシフト部１９はハイブリッ
ド紙幣を精度良くその幅方向に沿ってシフトさせることができるようになる。
【０１０２】
　また、本実施の形態の紙幣処理機１０やこのような紙幣処理機１０による紙幣処理方法
においては、上述したように、紙幣の所定の特徴部分は、紙幣における紙部分以外の材質
部分（具体的には、ポリマーフィルム部分Ｐ２）である。
【０１０３】
　なお、本実施の形態による紙幣処理機１０やこの紙幣処理機１０による紙幣処理方法は
、上述したような態様に限定されることはなく、様々な変更を加えることができる。
【０１０４】
　例えば、本実施の形態による一時保留部は、図４乃至図６に示すような２本のテープ１
３６が設けられた一時保留部２０に限定されることはない。本実施の形態による一時保留
部として、並列に設けられた３本以上のテープにより紙幣をドラムの外周面に巻き付ける
ものや、１本のテープのみによって紙幣をドラムの外周面に巻き付けるものが用いられる
ようになっていてもよい。
【０１０５】
　また、一時保留部２０や各紙幣収納庫３０、紙幣収納カセット４０等に送られる前のハ
イブリッド紙幣等の特殊紙幣をシフト部１９によりその幅方向に沿ってシフトさせるとい
う本発明の原理を紙幣処理機１０や紙幣処理方法に適用するにあたり、紙幣処理機１０の
処理対象となる特殊紙幣として、ポリマーフィルム部分を含むようなハイブリッド紙幣以
外にも、セキュリティスレッドが剥がれた紙幣、切れ券、透明ポリマー紙幣（具体的には
、ＯＨＰシート等の透明なシートに紙幣の図柄が印刷されたもの）、セロハンテープが貼
られた紙幣、固くこわばってしなやかではない紙幣、文字等が表面に彫られたエンボス加
工紙幣、一部分の厚みが異なる紙幣等が用いられてもよい。すなわち、本実施の形態の紙
幣処理機１０においてこれらの紙幣が一時保留部２０や各紙幣収納庫３０、紙幣収納カセ
ット４０等に送られる前に、一時保留部２０のテープ１３６や各紙幣収納庫３０等の紙幣
繰出機構３２の幅方向における位置に基づいて、搬送部１６により搬送される紙幣をシフ
ト部１９によってその幅方向にシフトさせるようになっていてもよい。この場合でも、一
時保留部２０や各紙幣収納庫３０、紙幣収納カセット４０等からなる収納部に上記の特殊
紙幣を適切に収納したり当該収納部から上記の特殊紙幣を適切に繰り出したりすることが
できるようになる。
【０１０６】
　また、紙幣処理機１０の処理対象となる紙幣が、透明ポリマー部分を持つ紙幣である場
合、このような透明ポリマー部分が搬送部１６の搬送路上に配置された斜光センサに重な
らないよう、識別部１８により識別された紙幣をシフト部１９によってその幅方向に沿っ
てシフトさせるようになっていてもよい。透明ポリマー部分は光が通過してしまい斜光セ
ンサでは検知できないため、シフト部１９によってシフトさせることにより、斜光センサ
で検知可能な紙幣の紙部分が斜光センサに重なるようにすることができるようになる。ま
た、各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０の内部に紙幣残留検知センサを設けた場合
には、これらの各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に収納される紙幣の透明ポリマ



(23) JP 6603702 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

ー部分が紙幣残留検知センサに重ならないよう、各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４
０に収納される前の紙幣をシフト部１９によってその幅方向にシフトさせるようになって
いてもよい。
【０１０７】
　また、本実施の形態による紙幣処理機として、図１３に示すような構成のものが用いら
れてもよい。図１３に示すような変形例に係る紙幣処理機１０ｂでは、紙幣を収納するた
めの収納部として、複数の紙幣が積層状態で集積されるような紙幣収納庫３０が設けられ
る代わりに、テープにより紙幣をドラムの外周面に巻き付けるような収納繰出部６０が設
けられるようになる。具体的には、変形例に係る紙幣処理機１０ｂにおいて、図１３に示
すように、搬送部１６には複数（具体的には、８つ）の収納繰出部６０が接続されており
、搬送部１６から各収納繰出部６０に紙幣が金種毎に送られて当該収納繰出部６０に収納
されるとともに、収納繰出部６０に収納されている紙幣は当該収納繰出部６０から搬送部
１６に１枚ずつ繰り出されるようになっている。このような紙幣処理機１０ｂでは、各収
納繰出部６０の構成は図４乃至図６に示すような一時保留部２０の構成と略同一となって
いる。
【０１０８】
　図１３に示すような変形例に係る紙幣処理機１０ｂでは、紙幣の入金処理が行われる際
に、投入部１２から筐体１１の内部に投入された紙幣が一時保留部２０に一時的に保留さ
れた後、当該一時保留部２０から紙幣が１枚ずつ搬送部１６に繰り出され、当該搬送部１
６により紙幣が識別部１８およびシフト部１９をそれぞれ通過するよう搬送させられた後
、各収納繰出部６０に紙幣が金種毎に送られるようになる。ここで、識別部１８により識
別された紙幣が図３に示すようなハイブリッド紙幣であった場合には、このハイブリッド
紙幣のポリマーフィルム部分Ｐ２の幅方向における位置が収納繰出部６０のテープ（図示
せず）の幅方向における位置と少なくとも一部が重なるよう、収納繰出部６０に送られる
前のハイブリッド紙幣がシフト部１９によって当該ハイブリッド紙幣の幅方向にシフトさ
せられるようになる。このことにより、収納繰出部６０においてハイブリッド紙幣のポリ
マーフィルム部分Ｐ２をテープによりドラム（図示せず）の外周面上に直接締め付けるこ
とができるようになる。このため各収納繰出部６０においてドラムにハイブリッド紙幣を
適切に収納することができるようになる。
【０１０９】
　また、本実施の形態では、図１に示すような紙幣処理機１０や図１２に示すような紙幣
処理機１０ａ、図１３に示すような紙幣処理機１０ｂにおいて、一時保留部２０の設置を
省略することができる。この場合には、紙幣の入金処理において、投入部１２から紙幣繰
出機構１２ａにより筐体１１の内部に繰り出され、識別部１８により識別された紙幣はシ
フト部１９を通った後に各紙幣収納庫３０や各収納繰出部６０に直接送られるようになる
。このような場合でも、シフト部１９は、各紙幣収納庫３０や各収納繰出部６０等の収納
部に収納されるべき紙幣について、当該収納部の特定部材（具体的には、各紙幣収納庫３
０に設けられた紙幣繰出機構３２における一対の繰出ローラ３２ａや収納繰出部６０に設
けられたテープ等）の幅方向における位置に基づいて、搬送部１６により搬送される紙幣
を幅方向にシフトさせるようになる。このようなシフト部１９により紙幣をシフトさせる
原理は、上述した図１に示すような紙幣処理機１０や図１２に示すような紙幣処理機１０
ａ、図１３に示すような紙幣処理機１０ｂにおいて一時保留部２０から繰り出された紙幣
を各紙幣収納庫３０や各収納繰出部６０等に収納させるときの原理と同一となっている。
【０１１０】
　また、シフト部１９は、各紙幣収納庫３０や各収納繰出部６０等の収納部に収納される
べき紙幣について、各紙幣収納庫３０や各収納繰出部６０の入口幅に基づいて、搬送部１
６により搬送される紙幣を幅方向にシフトさせてもよい。具体的には、収納される紙幣が
各紙幣収納庫３０や各収納繰出部６０の入口幅の中央に搬送されるようにシフト部１９は
紙幣を幅方向にシフトさせるようになる。
【０１１１】
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　また、更に別の変形例に係る紙幣処理機では、上述したシフト部１９と同様の構成のシ
フト部が３つ以上設けられていてもよい。この場合、３つ以上のシフト部のうちあるシフ
ト部は、紙幣の入金処理において投入部から筐体内に繰り出された後、一時保留部に送ら
れる前の紙幣をその幅方向に沿ってシフトさせ、別のシフト部は、紙幣の入金処理におい
て一時保留部から繰り出された後、紙幣収納庫や収納繰出部に送られる前の紙幣をその幅
方向に沿ってシフトさせるようになる。また、更に別のシフト部は、紙幣の出金処理にお
いて紙幣収納庫や収納繰出部から繰り出された後、投出部に送られる前の紙幣をその幅方
向に沿ってシフトさせるようになる。
【０１１２】
　また、上述したように、図３に示すようなハイブリッド紙幣が各紙幣収納庫３０や紙幣
収納カセット４０に収納された後、これらの各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０に
設けられた紙幣繰出機構３２、４２における左右一対の繰出ローラ３２ａにより各紙幣収
納庫３０や紙幣収納カセット４０に収納されている紙幣が繰り出される際に、一方の繰出
ローラ３２ａにハイブリッド紙幣における紙部分Ｐ１が接触するとともに他方の繰出ロー
ラ３２ａにポリマーフィルム部分Ｐ２が接触したときに、繰出ローラ３２ａに対する紙部
分Ｐ１およびポリマーフィルム部分Ｐ２の摩擦係数が異なるため一対の繰出ローラ３２ａ
により搬送部１６に繰り出されたハイブリッド紙幣が斜行してしまうおそれがあった。こ
のような問題を解決するために、各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０において紙幣
の収納空間を幅方向にずらす収納空間シフト機構３３が設けられており、このような収納
空間シフト機構により各紙幣収納庫３０や紙幣収納カセット４０における紙幣の収納空間
を紙幣の幅方向にシフトさせることができるようになっていてもよい。紙幣収納庫３０に
おいて紙幣の収納空間を幅方向にずらす収納空間シフト機構３３の詳細について図１４お
よび図１５を用いて説明する。なお、図１４（ａ）は、収納空間シフト機構３３が設けら
れた紙幣収納庫３０の構成を示す側面図であり、図１４（ｂ）は、（ａ）に示す紙幣収納
庫３０に設けられた紙幣繰出機構３２の構成を示す上面図である。また、図１５（ａ）は
、図１４（ａ）に示す紙幣収納庫３０において紙幣の収納空間が収納空間シフト機構３３
により左方向にずらされたときの構成を示す側面図であり、図１５（ｂ）は、紙幣の収納
空間が収納空間シフト機構３３により左方向にずらされたときの紙幣繰出機構３２の構成
を示す上面図である。
【０１１３】
　図１４（ａ）に示すような紙幣収納庫３０では、昇降方向に移動自在となっているステ
ージ３０ａ上に紙幣が積層状態で集積されるとともに、ステージ３０ａ上に集積されてい
る紙幣が幅方向にずれてしまうことを防止するための左右一対の規制板３０ｂ、３０ｃが
設けられている。ここで、左右一対の規制板３０ｂ、３０ｃの間においてステージ３０ａ
の上方に紙幣の収納空間が形成されている。また、左右一対の規制板３０ｂ、３０ｃのう
ち一方の規制板３０ｂと紙幣収納庫３０の一方の内側壁（図１４（ａ）における左側の側
壁）との間には２つの伸縮部材３４が設けられているとともに、他方の規制板３０ｃと紙
幣収納庫３０の他方の内側壁（図１４（ａ）における右側の側壁）との間には２つの伸縮
部材３６が設けられている。そして、各伸縮部材３４が収縮するとともに各伸縮部材３６
が伸長すると、各規制板３０ｂ、３０ｃが図１４（ａ）における左方向に移動して図１５
（ａ）に示すような位置にずれることにより紙幣の収納空間も左側にずれるようになる。
一方、各伸縮部材３４が伸長するとともに各伸縮部材３６が収縮すると、各規制板３０ｂ
、３０ｃが図１４（ａ）における右方向に移動することにより紙幣の収納空間も右側にず
れるようになる。このように、左右一対の規制板３０ｂ、３０ｃおよび各伸縮部材３４、
３６を組み合わせることにより、紙幣繰出機構３２による紙幣の繰出方向に対して直交す
る方向に紙幣の収納空間をシフトさせる収納空間シフト機構３３が構成されている。
【０１１４】
　図１４（ｂ）に示すように、図１４（ａ）に示すような紙幣収納庫３０に設けられた紙
幣繰出機構３２は、上述した左右一対の繰出ローラ３２ａと、繰出ローラ３２ａに対向し
て設けられ、当該繰出ローラ３２ａとの間にゲート部を形成する一対のゲートローラ３２
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ｂと、ステージ３０ａに集積された複数の紙幣のうち最上層の紙幣を繰出ローラ３２ａに
向かって蹴り出すキッカローラ３２ｃとを有している。ここで、各規制板３０ｂ、３０ｃ
が図１４（ａ）に示すような箇所に位置している場合には、紙幣繰出機構３２における左
右一対の繰出ローラ３２ａにより当該紙幣収納庫３０に収納されている紙幣が繰り出され
る際に、図１４（ｂ）に示すように、ハイブリッド紙幣における紙部分Ｐ１が一方の繰出
ローラ３２ａとゲートローラ３２ｂとの間を通過するとともにポリマーフィルム部分Ｐ２

が他方の繰出ローラ３２ａとゲートローラ３２ｂとの間を通過するようになり、繰出ロー
ラ３２ａに対する紙部分Ｐ１およびポリマーフィルム部分Ｐ２の摩擦係数が異なるため一
対の繰出ローラ３２ａにより搬送部１６に繰り出されたハイブリッド紙幣が斜行してしま
うおそれがある。このため、図１５（ａ）に示すように、各伸縮部材３４を収縮させると
ともに各伸縮部材３６を伸長させ、各規制板３０ｂ、３０ｃを図１４（ａ）における左方
向に移動させて紙幣の収納空間を左側にずらすようにする。このことにより、紙幣繰出機
構３２における左右一対の繰出ローラ３２ａにより当該紙幣収納庫３０に収納されている
紙幣が繰り出される際に、図１５（ｂ）に示すように、左右一対の繰出ローラ３２ａとゲ
ートローラ３２ｂとの間を通過するのはハイブリッド紙幣における紙部分Ｐ１のみとなる
ため、一対の繰出ローラ３２ａにより搬送部１６に繰り出されたハイブリッド紙幣が斜行
してしまうことを防止することができるようになる。
【０１１５】
　このように、紙幣収納庫３０に収納空間シフト機構３３を設けた場合には、当該紙幣収
納庫３０に収納されているハイブリッド紙幣を紙幣繰出機構３２により搬送部１６に繰り
出す際に、収納空間シフト機構３３によって紙幣の収納空間を所望の位置にシフトさせる
ことによって搬送部１６に繰り出されたハイブリッド紙幣が斜行してしまうことを防止す
ることができる。また、上述した収納空間シフト機構３３と同様の構成の収納空間シフト
機構を紙幣収納カセット４０に設けてもよい。
【０１１６】
　また、本発明による紙葉類処理機やこのような紙葉類処理機による紙葉類処理方法は、
上述した、紙幣の入金処理等の様々な処理を行う紙幣処理機１０やこのような紙幣処理機
１０による紙幣処理方法に限定されることはない。本発明による紙葉類処理機や紙葉類処
理方法として、紙幣以外の小切手、商品券等の紙葉類の処理を行うことができるものが用
いられてもよい。
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